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こんにちは 「地域包括支援センター」ですこんにちは 「地域包括支援センター」です

　シニア世代の方が、住みなれた地域で、自分らしく元
気で自立した生活が長く送れるように、体操や認知症
予防のレクリエーションを楽しみながら、介護予防が
できる教室を開催しています。（どなたでも自由に参加
できます）

同じことを何度も話したり、同じものを
何度も買ってくるようになった

身近な人の様子がなんとなくいつもと違ったり、心配なことがあ
れば、地域包括支援センターまでご連絡ください。

●体験したこと自体を忘
れる

●もの忘れを自覚できない
●ヒントを出しても思い
出せない

●年次や日付、季節が分か
らなくなる

●日常生活に支障が出る

いきいき健康教室日程いきいき健康教室日程
○憩いの場（どなたでも自由に参加できます）
地元の介護予防サポーターが、身近で楽しく集える場として、参加者と
一緒に体操や歌、脳トレゲーム等を行っています。

地元で活動する“介護予防サポーター”をご存知ですか？
“介護予防サポーター”は、「介護予防・健康づくりを通し
て、一緒に楽しい時を築き、人と寄り添い、地域を支える存
在」です。
地域の皆様からの、お話ボランティアや出前講座のお申し
込みをお待ちしています！

介護予防サポーター活動紹介介護予防サポーター活動紹介

7月21日（火）
7月27日（月）

志度保健センター
小田ふれあいプラザ

時間：午前10時から11時30分

7月13日（月）
7月16日（木）

造田ふれあいプラザ
寒川ふれあいプラザ

時間：午後1時30分から3時

【問】地域包括支援センター　☎（0879）26-9931

【問】地域包括支援センター
☎(0879)26-9931

【問】地域包括支援センター　☎（0879）26-9931

○お話ボランティア（津田地区）
外出や交流の機会が少ない高齢者のお宅を訪問し、笑顔で楽しい時間を
過ごしています。
○出前講座（市内全地区）
自治会やサロン等から依頼を受けて、介護予防の話、歌や体操、ゲーム等
を皆さんと一緒に楽しみます。

７月 2日(木)
７月 ８日(水)

7月 9日(木)

7月10日(金)
７月13日(月)

7月16日(木)

7月17日(金)
７月2８日(火)

寒川ふれあいプラザ
津田公民館 北山分館
辛立文化センター
神前体育館
鴨部ふれあいプラザ
松尾ふれあい会館

長尾保健センター
多目的研修集会施設（鶴羽）

みろくふれあい市場内
コミュニティーセンター

時間：午前10時から11時30分

7月 3日(金)
７月14日(火)
7月16日(木)
7月17日(金)

志度公民館 末分館
生涯学習館
長尾公民館 前山分館
志度武道館

時間：午後１時30分から3時

「認知症」早めにご相談を！
認知症は、誰にでも起こりうる身近な脳の病気です。早期に診断し上手に対応していけば、その後の経過や介護の負担

も変わってきます。
 「歳のせい…」と受診や相談をためらわず、不安なことがあるときには早めに相談しましょう。

「人の名前が出てこない」「ものの置き場所を忘れる」などといったもの忘れは、加齢とともに大なり小なり誰もが
経験します。
例えば、昨日の夕食のメニューを思い出せないことはよくありますが、認知症になると、夕食を食べたこと自体を

忘れ、「食べていない」と言うことがあります。      

後期高齢者医療被保険者証の送付について

現在、被保険者の皆様がお持ちの被保険者証
は、7月末で有効期限が満了となります。
そのため、8月からご使用いただく新たな被保険
者証を、全ての被保険者に7月中旬以降『特定記録
郵便』（黄色の封筒）でお届けします。

75歳・80歳の歯科健診が始まります

歯科健診は、歯の本数や状態、歯周病のチェックをするだ
けでなく、食べ物を噛む力や飲み込む機能、舌や唇を使って
食べ物を取り込む機能の低下などを調べます。お口の状態を
知ることは、ご自身の健康状態を知ることになります。
定期的に歯科健診を受け、健康長寿を目指しましょう！

「オーラルフレイル」という言葉をご存
知ですか？
「オーラルフレイル」は、歯や口に関す
る“ささいな衰え”を放置することで、口
の機能低下、食べる機能の障害、さらには
心身の低下につながる状態のことです。
「オーラルフレイル」は、フレイル（虚
弱）の前段階であるため、まずはご自身の
お口に関心を持っていただき、適切な予防
をすることが大切です。

対象者には、広域連合から受診券を発送しますので、実施期
間等詳細についてはご確認ください。

被保険者証
カードサイズで色は、『黄色で左右の端に桃色のラ
イン』です。
紛失等には十分ご注意ください。

被保険者証等を受け取ったら
被保険者証等に記載されている内容に間違いがな
いか確認してください。記載内容に相違がある場合
は、下記へお申し出ください。

有効期限の切れた被保険者証の返還
現在お持ちの被保険者証は、8月1日以降使用で
きませんので、国保・健康課までお返しいただく
か、ご自身で切断のうえ破棄してください。

令和3年3月からマイナンバーカードが健康保
険証として利用できるようになります。（予定）
（注）カードリーダーが設置されている医療機関や

薬局のみとなります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用
するためには、マイナポータル (※)に事前に
登録が必要です。
(※)子育てや介護をはじめとする行政手続きの検

索やオンライン申請がワンストップでできる
など、行政からのお知らせを受け取ることが
できる自分専用のサイトです。

【問】国保・健康課 　☎（0879）26-9907
香川県後期高齢者医療広域連合事務局

☎（087）811-1866

古い被保険者証との主な変更点

【表面】　　　　　　　　　　　　　　　　
・両端が紫色から桃色に変更

見　本

公印

対 象 者（令和2年4月1日時点）
75歳（昭和19年4月2日～昭和20年4月1日）の方
80歳（昭和14年4月2日～昭和15年4月1日）の方

健 診 代
無料

【問】香川県後期高齢者医療広域連合事務局
☎（087）811-1866

思い当たる「もの忘れ」の症状をチェックしてみましょう。

“加齢に伴うもの忘れ”と“認知症によるもの忘れ”の違いって？？

記　憶

認知症によるもの忘れ
●体験したことの一部を
忘れる

●もの忘れを自覚できる
●ヒントを出すと思い出
せる

●年次や日付、曜日を間違
えることがある

●日常生活に大きな支障
はない

加齢に伴うもの忘れ

何となく元気がなかったり、 興味や
関心を示さなくなった

意　欲

今までできていたことができなくなったり、慣れた
道具の使い方が分からなくなった

実　行
ささいなことで怒ったり、不安を抱くよう
になった

不　安
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